
防ごう！ 糖 尿 病

母子・父子家庭医療費受給者証の更新のご案内
母子・父子家庭医療費受給者証は、毎年8月に更新の手続きが必要です。引き続き該当する方に
は、7月末に更新の案内を送付しますので、8月2日（月）以降に手続きをしてください。8月中に手
続きした方には、令和3年11月以降の有効期間の受給者証を送付します。
令和3年11月からの所得制限額は次の表のとおりです。令和2年1月から12月までの養育費（8
割）を含む本人所得が制限額以上ある方は、受給対象外です。
また、以前に所得超過で非該当になった方でも所得制限額以内になった場合は、11月から受給
対象となりますので、10月1日（金）から11月30日（火）までに申請してください。

40歳以上のあま市国民健康保険加入者の方を対象に特定健康診査を実施しています。
コロナ禍でも、年に一度は身体の健康チェックをしましょう！
対　　象：あま市国民健康保険加入者（昭和21年7月1日～昭和57年3月31日生まれの方）
実施場所：指定医療機関（受診券同封の案内をご覧ください）
費　　用：無料
実施期間：令和3年6月1日（火）～10月30日（土）
4月2日以降に国民健康保険に加入された方で受診を希望される方は保険医療課（保健事業グ
ループ）までご連絡ください。

〈糖尿病とは〉
糖尿病は血液中のブドウ糖（血糖）の量が正常より多くなる病気です。インス

リンというホルモンが少なくなったり、効きが悪くなったりすることが原因で
血糖値の上昇を抑える働きが低下し、高血糖が慢性的に続きます。初期は自覚
症状がほとんどなく、高血糖が長く続くと重篤な合併症を引き起こします。
〈早期発見・早期治療が大切〉
HbA1c（※）が「6.5%以上」の方は高血糖の状態で、糖尿病の疑いがありま

す。また「5.6％以上6.5％未満」の方は、生活習慣の改善が必要とされています。
糖尿病は早期発見・早期治療が大切です。生活習慣の改善に取り組むとともに、
医療機関を受診しましょう。

問合先　保険医療課　☎444・3168　FAX443・3555

〈糖尿病の三大合併症〉

令和2年度あま市特定健診の
集計結果によると、受診者の
うち約54％の方が、HbA1c
5.6％以上となっていました。
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問合先　保険医療課（保健事業グループ）　☎462・6683　FAX443・3555

所得制限額早見表（令和3年11月から適用）
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約2人に1人は受けています！特定健康診査
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検査項目 生活習慣改善が必要 受診が必要
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